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令和元年石巻市議会第２回定例会 議案解説 

１ 条例議案（１７件） 

（１）第９２号議案  専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

                      （石巻市市税条例等の一部を改正する条例） 

（石巻市都市計画税条例の一部を改正する条例） 

＜改正理由＞ 

 「地方税法等の一部を改正する法律」が平成３１年３月２９日に公布され、同年４月１日

から施行されたことに伴い、各条例の一部を改正したもの。 

＜改正内容＞ 

（石巻市市税条例等の一部を改正する条例） 

〇第１条  石巻市市税条例の一部改正 

  第３４条の７ 

 「ふるさと納税」に係る寄附金税額控除について、寄附金募集を適切に実施し、返

礼品を寄附金額の３割以下及び地場産品とすることを満たし、総務大臣が対象として

指定した地方公共団体への寄附をした場合に限り特例控除を受けることができるよう、

引用条項及び条文の整理を行うもの。 

  附則第７条の３の２ 

    住宅借入金等特別控除において、平成３１年（令和元年）１０月１日から平成３２

年（令和２年）１２月３１日までの間に居住の用に供した建物に限り、消費税率引き

上げ分に伴う需要変動の平準化対策として、控除の期間を３年間延長するほか、同控

除の適用要件も緩和されたことから、条文を整理するもの。 

  附則第７条の４、附則第９条及び附則第９条の２ 

    第３４条の７と同様に「ふるさと納税制度」の改正に伴い、文言を整理するもの。 

  附則第１０条の２ 

    固定資産税の課税標準の特例、いわゆる「わがまち特例」において、法改正に伴い

引用条項を改めるもの。 

  附則第１０条の３ 

    高規格堤防の整備に伴う建替家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとす

る方が、市長に対して行う申告について新たに規定するほか、条文の整理及び引用条

項を改めるもの。 

  附則第１２条の２ 

    用途を変更した宅地等に係る税負担の調整措置において、引用条項を改めるほか、

その期限を平成３２年度（令和２年度）までに改めるもの。 

  附則第１６条 

    被災代替償却資産の条例減免について、適用する取得期限を２年間延長するため、

期間を改めるもの。 
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  附則第１６条の２及び附則第１６条の２の２ 

    軽自動車の環境への負荷の低減に資するための施策、いわゆる「グリーン化」を進

める観点から、最初の新規検査から１３年を経過した軽四輪等に対する経年車重課税

率及び新規検査後１年以内の新車で一定の環境性能を有する軽四輪等に対する軽課税

率を規定し、第２条関係に規定している平成３１年１０月１日開始の環境性能割並び

に種別割へ移行するまでの規定を整理すると共に、平成２９年度分の軽減課税条項を

削除するほか、引用条項の改め及び条文の整理を行うもの。 

附則第２４条 

  東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等に

おいて、法改正に伴う文言の追加及び整理を行うもの。 

〇第２条  石巻市市税条例の一部改正 

  第３６条の２及び第３６条の４ 

    年末調整を受けている者について、確定申告書と同様に、市民税申告書の記載事項

の簡素化を図るため、文言の整理及び引用条項を改めるもの。 

  第３６条の３の２及び第３６条の３の３ 

    児童扶養手当の支給を受け、かつ前年の合計所得が１３５万円以下の単身児童扶養

者が非課税の対象に追加されたことに伴い、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養

親族等申告書に該当する場合の規定の追加及び条文を整理するもの。 

  附則第１５条の２、附則第１５条の２の２、附則第１５条の２の３及び附則第１５条の

６ 

    消費税率引上げに伴う需要変動の平準化対策として、平成３１年（令和元年）１０

月１日から平成３２年（令和２年）９月３０日までの１年間に限り、取得されたガソ

リン車のうち、特に優れた環境性能を有する自家用の軽四輪等は、予定していた税率

から１パーセントを軽減する臨時的軽減措置について、新たに規定を追加するほか、

条文を整理するもの。 

  附則第１６条の２ 

    軽自動車税種別割の税率の特例について、現行の軽減税率を平成３３年度（令和３

年度）分まで２年延長し、当該軽四輪等の環境性能に応じて適用するほか、引用条項

を改めるもの。 

  附則第１６条の２の２ 

    軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例において、不正を原因として納付すべき軽自

動車税種別割に不足税額が発生した場合の納税義務及び納付すべき額について規定す

るもの。 

〇第３条  石巻市市税条例の一部改正 

  第２４条 

    個人の市民税の非課税とする、合計所得１３５万円以下の障害者、未成年者、寡婦

(かふ)等に「単身児童扶養者」いわゆる「未婚のひとり親」を追加するもの。 
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  附則第１６条の２及び附則第１６条の２の２ 

    グリーン化特例による軽自動車税種別割の軽減税率の適用を、電気自動車等に限り

平成３５年度（令和５年度）まで２年延長することについて、新たに規定するほか、

引用条項を改めるもの。 

〇第４条  石巻市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正 

    軽自動車税環境性能割の税率の特例について、第１条の改正に伴い、石巻市市税条

例等の一部を改正する条例（平成２８年石巻市条例第６２号）を改めるもの。 

〇第５条  石巻市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正 

    大法人等の電子申告義務化に伴う提出方法の柔軟化及び災害他、エルタックス障害

発生時の宥恕(ゆうじょ)規定を追加するため、石巻市市税条例等の一部を改正する条

例（平成３０年石巻市条例第２８号）を改めるもの。 

○附則 

  第１条 

施行期日を規定するもの。 

  第２条、第３条及び第４条 

    市民税に関する経過措置について規定するもの。 

第５条 

固定資産税に関する経過措置について規定するもの。 

第６条、第７条及び第８条 

    軽自動車税に関する経過措置について規定するもの。 

＜平成３１年４月１日から施行。ただし、次の各号の規定は当該各号に定める日からそれぞ

れ施行 

１ 第１条中石巻市市税条例第３４条の７の改正規定並びに同条例附則第７条の４、第９

条及び第９条の２の改正規定並びに次条第２項から第４項までの規定 

 平成３１年（令和元年）６月１日 

２ 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第７条の規定 

 平成３１年（令和元年）１０月１日 

３ 第２条中石巻市市税条例第３６条の２中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、

第６項を第７項とし、第５項の次に１項を加える改正規定並びに第３６条の３の２、第

３６条の３の３及び第３６条の４第１項の改正規定並びに附則第３条の規定 

 平成３２年（令和２年）１月１日 

４ 第３条中石巻市市税条例第２４条の改正規定及び附則第４条の規定 

平成３３年（令和３年）１月１日 

５ 第３条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第８条の規定 

平成３３年（令和３年）４月１日＞ 
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＜改正内容＞ 

（石巻市都市計画条例の一部を改正する条例） 

 附則第４項、附則第５項、附則第６項及び附則第７項 

   固定資産税の課税標準の特例（わがまち特例）の条例で定める割合において、法改

正に伴い引用条項を改めるもの。 

 附則第１４項 

   用途を変更した宅地等に係る税負担の調整措置において、その期限を平成３２年度

（令和２年度）までとするほか、引用条項を改めるもの。 

 附則第１９項 

   第３条２項の読替規定において、引用条項を改めるもの。 

 附則 

   施行期日を規定するもの。 

＜平成３１年４月１日から施行。ただし、附則第１４項の規定は、平成３０年４月１日から

適用＞ 
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（２）第９３号議案  専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

           （原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づく

石巻市固定資産税の不均一課税に関する条例等の一部を改正する

条例） 

＜改正理由＞ 

 「山林振興法第１４条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

等の一部を改正する省令」が平成３１年３月３０日に公布され、同年４月１日から施行され

たことに伴い、関係する条例の一部を改正したもの。 

＜改正内容＞ 

○第１条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づく石巻市固定資産税

の不均一課税に関する条例の一部改正 

  第２条 

    新設又は増設した施設等の取得の際に係る固定資産税の不均一課税の適用期限につ

いて２年間延長し、平成３３年（令和３年）３月３１日までとするもの。 

○第２条 石巻市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例の一

部改正 

  第２条 

    新設又は増設した施設等の取得の際に係る固定資産税の課税免除の適用期限につい

て２年間延長し、平成３３年（令和３年）３月３１日までとするもの。 

  附則第２項 

    課税免除適用期限の２年間延長に伴い、条例の失効日を平成３５年（令和５年）３

月３１日までとするもの。 

○第３条 石巻市地域経済索引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例

の一部改正 

  第２条 

    新設又は増設した施設等の取得の際に係る固定資産税の課税免除の適用期限につい

て２年間延長し、平成３３年（令和３年）３月３１日までとするもの。 

○附則 

  施行期日を規定するもの。 

＜平成３１年４月１日から施行＞ 
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（３）第９４号議案  専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

           （石巻市復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の

課税免除に関する条例の一部を改正する条例） 

＜改正理由＞ 

「復興特区法に基づく課税の特例についての税制改正法案」が平成３１年３月２７日に成

立し、平成３１年度・３２年度の投資に係る減収額について、雇用等被害地域を含む市町村

の区域に限り、平成３０年度までと同水準の補填を行うとされたことから、条例の一部を改

正したもの。 

＜改正内容＞ 

 第２条 

固定資産税及び都市計画税の不均一課税及び課税免除の適用期間を２年間延長し、平

成３３年（令和３年）３月３１日までとするもの。 

＜平成３１年４月１日から施行＞ 

 

（４）第９５号議案  専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

           （石巻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

＜改正理由＞ 

 「地方税法施行令等の一部を改正する政令」が平成３１年３月２９日に公布され、同年４

月１日から施行されたことに伴い、本条例の一部を改正したもの。 

＜改正内容＞ 

 ① 国民健康保険税の課税限度額について、次表のとおり引き上げるもの。 

区 分 改 正 現 行 

基礎課税額分（医療分） 61万円 58万円 

後期高齢者支援金等分 19万円 19万円 

介護納付金分 16万円 16万円 

合計 96万円 93万円 

 

 ② 国民健康保険税の５割軽減及び２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得について、

次表のとおり引き上げるもの。 

軽減割合 改 正 現 行 

７割 33万円（基礎控除額）以下 33万円（基礎控除額）以下 

５割 33万円＋28 万円×被保険者数 33万円＋27.5 万円×被保険者数 

２割 33万円＋51 万円×被保険者数 33万円＋50 万円×被保険者数 

※１ 軽減は、応益分（均等割額、平等割額）に係る保険税額に適用する。 

※２ 被保険者数には、特定同一世帯所属者数（同じ世帯の中で国民健康保険から後

期高齢者医療に移行した被保険者）を含む。 
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その他附則において、施行期日及び適用区分について規定するもの。 

 ＜平成３１年４月１日から施行＞ 

 

（５）第９６号議案  専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

           （東日本大震災に伴う石巻市国民健康保険税の減免に関する条例

の一部を改正する条例） 

（東日本大震災に伴う石巻市介護保険料の減免に関する条例の一

部を改正する条例） 

＜改正理由＞ 

 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示等の対象地域における避難対象者の国

民健康保険税及び介護保険料の免除措置に対する国の財政支援が延長されたことに伴い、各

条例の一部を改正したもの。 

＜改正内容＞ 

 国民健康保険税及び介護保険料の免除措置を次表のとおり延長するもの。 

地域 

区分 
地域の内容 所得区分 

免除期間 

改正 現行 

帰還困難 

区域等 

帰還困難区域 

居住制限区域 

避難指示解除準備区域 

― 

平成３２年３月

分まで 

平成３１年３月

分まで 
旧避難指 

示区域等 

・平成２５年度以前に指

定が解除された旧緊急

時避難準備区域等 

・平成２６年度に指定が

解除された旧避難指示

解除準備区域等 

・平成２７年度に指定が

解除された旧避難指示

解除準備区域 

・平成２８年度及び平成

２９年４月１日に指定

が解除された旧居住制

限区域等 

上位所得

層を除く 

※ 上位所得層：国保…世帯に属する被保険者の基準所得額を合算した額が６００万円を

超える世帯 

        介護…被保険者個人の合計所得金額が６３３万円以上 

 その他附則において、施行期日を規定するもの。 

＜平成３１年４月１日から施行＞ 
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（６）第９７号議案  専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

           （石巻市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例） 

＜改正理由＞ 

「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第６条の２第１項の規定に基づき

総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件」が平成３１年３月２７日に告示され、

同年４月１日から施行されたことに伴い、本条例の一部を改正したもの。 

＜改正内容＞ 

 損害補償に係る介護補償の額を次表のとおり引き上げるもの。 

区 分 改 正 現 行 

常時介護 

親族などによる介護

を受けていないとき 

１月当たりの介護

補償上限額 
165,150 円 105,290 円 

親族などによる介護

を受けているとき 

１月当たりの介護

補償の一律定額 
70,790 円 57,190 円 

随時介護 

親族などによる介護

を受けていないとき 

１月当たりの介護

補償上限額 
82,580 円 52,650 円 

親族などによる介護

を受けているとき 

１月当たりの介護

補償の一律定額 
35,400 円 28,600 円 

その他附則において、施行期日及び経過措置を規定するもの。 

＜平成３１年４月１日から施行＞ 
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（７）第９９号議案  専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

           （改元に伴う関係条例の整備に関する条例） 

＜制定理由＞ 

 「元号を改める政令」が平成３１年４月１日に公布され、新天皇陛下の即位の日である令

和元年５月１日から元号が「令和」に改められたことから、本市の各条例に記載されている

月日で改元日以後のもの及び平成３２年度以後の年度表記について、新元号である令和の表

記に改めるため、本条例を制定したもの。 

＜制定内容＞ 

以下の条例中に記載されている平成３１年５月１日以降の期日及び平成３２年度以後の年

度表記について、「令和」の表記に改めるもの。 

 

各条例中の年度表記の改正 

    平成３２年度以後の年度で記載されているものについて、新元号での年度に改める。 

     例）平成３２年度 ⇒ 令和２年度 

       平成４５年度 ⇒ 令和１５年度 

 各条例中の年月日表記の改正 

    平成３１年５月１日以後の年月日で記載されているものについて、新元号での年月

日に改める。 

     例） 平成３１年５月１日  ⇒ 令和元年５月１日 

        平成３３年３月３１日 ⇒ 令和３年３月３１日 

 

 (1) 石巻市市税条例（平成１７年石巻市条例第５５号） 

 (2) 石巻市都市計画税条例（平成１７年石巻市条例第５６号） 

 (3) 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づく石巻市固定資産税の

不均一課税に関する条例（平成１７年石巻市条例第５８号） 

 (4) 石巻市過疎地域自立促進特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例（平成１ 

７年石巻市条例第６２号） 

 (5) 石巻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（平成１７年石巻市条例第６８号） 

 (6) 石巻市介護保険条例（平成１７年石巻市条例第１６５号） 

 (7) 石巻市地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例（平

成２１年石巻市条例第２５号） 

 (8) 東日本大震災に伴う石巻市国民健康保険税の減免に関する条例（平成２３年石巻市条

例第２７号） 

 (9) 東日本大震災に伴う石巻市介護保険料の減免に関する条例（平成２３年石巻市条例第  

２８号） 

 (10) 石巻市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２４年石巻市

条例第５号） 

 (11) 石巻市復興産業集積区域における固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する条

例（平成２４年石巻市条例第３８号） 
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 (12) 石巻市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年石巻市条例第３８号） 

 (13) 石巻市市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年石巻市条例第３６号） 

 (14) 石巻市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条

例（平成２８年石巻市条例第３号） 

 (15) 石巻市市税条例等の一部を改正する条例（平成２８年石巻市条例第６２号） 

 (16) 石巻市市税条例の一部を改正する条例（平成２９年石巻市条例第１８号） 

 (17) 石巻市市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年石巻市条例第２８号） 

 (18) 石巻市牡鹿地域拠点エリア条例（平成３０年石巻市条例第５１号） 

 (19) 使用料等の改定に伴う関係条例の整備に関する条例（平成３１年石巻市条例第４号） 

 (20) 石巻市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例（平成３１年石巻市条例第

７号） 

 (21) 石巻市にっこりサンパーク条例の一部を改正する条例（平成３１年石巻市条例第１

３号） 

 (22) 石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例（平成３１年石巻市条例第１６号） 

 (23) 石巻市夜間急患センター条例の一部を改正する条例（平成３１年石巻市条例第１７

号） 

 (24) 石巻市企業立地等促進条例の一部を改正する条例（平成３１年石巻市条例第１８号） 

 (25) 石巻市かわまち交流拠点条例の一部を改正する条例（平成３１年石巻市条例第１９

号） 

 (26) 石巻市市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年石巻市条例第２２号） 

＜元号を定める政令の施行の日（令和元年５月１日）から施行＞ 
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（８）第１０１号議案  石巻市森林環境整備基金条例 

＜制定理由＞ 

 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与

税が創設されたことに伴い、国から地方公共団体へ譲与される森林環境譲与税により、令和

元年度以降の森林整備事業等を計画的に実施していくための基金を設置するため、本条例を

制定するもの。 

＜制定内容＞ 

 設置、積立て、管理、運用益金の処理、処分、繰替運用及び委任について規定するもの。 

 また、附則において、施行期日を規定するもの。 

＜令和元年７月１日から施行＞ 

 

（９）第１０２号議案  石巻市牡鹿生活共同利用施設設置条例を廃止する条例 

＜廃止理由＞ 

 「石巻市牡鹿生活共同利用施設（石巻市大原生活センター）」は、地区住民の集会所的施設

として地域コミュニティの形成・維持に寄与してきたところであるが、東日本大震災により

大規模半壊となったため、地元自治会が石巻市東日本大震災被災集会所建設費補助金を活用

し建設した大原地区集会所が新たな地域コミュニティの拠点施設となることから、当該施設

の条例を廃止し解体するもの。 

＜内容＞ 

 石巻市牡鹿生活共同利用施設設置条例を廃止するもの。 

＜令和元年７月１日から施行＞ 

 

（10）第１０３号議案  石巻市復興まちづくり情報交流館条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 「復興まちづくり情報交流館牡鹿館」は、東日本大震災からの復旧・復興事業や地域のま

ちづくりに関する情報発信、また、市民同士の意見交換や来訪者との交流の場として平成２

８年３月に設置されたが、同館が設置されている鮎川地区に、情報交流館の機能を承継する

「観光物産交流施設」が本年９月に開設されることから、本施設を廃止するため、本条例の

一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  第２条の表及び別表 

    「石巻市復興まちづくり情報交流館牡鹿館」の項を削るもの。 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜令和元年９月１日から施行＞ 
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（11）第１０４号議案  石巻市議会議員及び市長等の選挙における選挙長等の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 選挙長等の報酬額については、「国会議員の選挙長等の執行経費の基準に関する法律」に

示されている単価を根拠としており、同法律の改正に伴い、本市で定めている報酬額を変更

するため、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

 選挙長等の報酬額を次表のとおり引き上げるもの。 

種別 区分 
報酬額 

改正 現行 

選挙長 

勤務１回につき 

10,800 円 10,600 円 

投票所の投票管理者 12,800 円 12,600 円 

期日前投票所の投票

管理者 
11,300 円 11,100 円 

開票管理者 10,800 円 10,600 円 

投票所の投票立会人 10,900 円 10,700 円 

期日前投票所の投票

立会人 
9,600 円 9,500 円 

選挙立会人、開票立

会人 
8,900円 8,800円 

外部立会人 勤務１日につき 10,900 円 10,700 円 

＜公布の日から施行＞ 
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（12）第１０５号議案  石巻市公民館条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 「桃生公民館樫崎分館」は、昭和５５年に建設され、地域コミュニティの拠点として利用

されているが、経年劣化による雨漏り等が発生しており、「石巻市公共施設等総合管理計画」

に基づき、廃止に向け地域住民と協議を進め、協議が調ったことから樫崎分館を廃止し解体

することとなったもの。 

 また、桃生文化交流会館に併設されている「太田分館」についても、地域との協議が調い、

公民館分館としての機能を廃止することとなったため、本条例の一部を改正するもの。 

 なお、これらに伴い、市内の公民館分館がすべて廃止されることとなる。 

＜改正内容＞ 

  第１３条 

    条項を削除するもの。 

  別表第２ 

    別表を削るもの。 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜令和元年８月１日から施行＞ 

 

（13）第１０６号議案  石巻市桃生スポーツ施設条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 昭和５７年に整備された桃生スポーツ施設内の「木製アスレチック遊具」及び「ログハウ

ス」について、施設の老朽化に伴う事故等の危険性から、当該施設を廃止し解体撤去するこ

ととしたため、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

第３条 

    「利用許可」において、条文を整理するもの。 

別表 

「使用料の別表」において、アスレチック及びログハウスを削除し、表を整理する

もの。 

＜令和元年８月１日から施行＞ 
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（14）第１０７号議案  石巻市重度心身障害者等医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例 

＜改正理由＞ 

 宮城県において、他の障害者の福祉サービス等との均衡を図るため、精神障害者保健福祉

手帳１級所持者を対象とした障害者医療費助成事業の改正が行われ、本年１０月１日から適

用されることに伴い、本市においても県と同様の助成対象範囲とするため、本条例の一部を

改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  第２条 

    「重度心身障害者の定義」に精神障害者保健福祉手帳１級所持者の追加に伴い、条

文を整理するもの。 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜令和元年１０月１日から施行＞ 

 

（15）第１０８号議案  石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 石巻市行財政運営プラン等に基づき、「石巻市泊老人憩の家」の今後の管理等について、地

域と協議した結果、隣接する泊地区コミュニティセンターを活用することで協議が調ったこ

とから、本施設を廃止し解体するため、本条例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

  別表第１ 

    「石巻市泊老人憩の家」の項を削るもの。 

  附則 

    施行期日を規定するもの。 

＜令和元年８月１日から施行＞ 
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（16）第１０９号議案  石巻市介護保険条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 本年１０月以降の消費税率引上げによる低所得者への介護保険料軽減強化のため「介護保

険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令」等が平

成３１年３月２９日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、本条例の一部を

改正するもの。 

＜改正内容＞ 

低所得高齢者の介護保険料を軽減するため、第１号被保険者のうち、所得段階が第１段階

から第３段階に該当する方について、保険料基準額に乗ずる割合を次表のとおり変更し、保

険料の減額賦課に係る保険料率を規定するもの。 

段階 対象者 

保険料基準額に対する割合 

及び保険料 

改正 現行 

第１段階 

・生活保護受給者、世帯全員が市町村

民税非課税の老齢福祉年金受給者 

・世帯全員が市町村民税非課税かつ

本人の年金収入等が80万円以下の者 

0.375 

26,550 円／年 

0.45 

31,860 円／年 

第２段階 

・世帯全員が市町村民税非課税かつ

本人の年金収入等が80万円超120万円

以下の者 

0.625 

44,250 円／年 
0.75 

53,100 円／年 

第３段階 

・世帯全員が市町村民税非課税かつ

本人の年金収入等が120万円超の者 
0.725 

51,330 円／年 

  ※保険料基準額 70,800 円／年（※第５段階保険料額） 

 その他附則において、施行期日及び経過措置を規定するもの。 

  ＜公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用＞ 
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（17）第１１０号議案  石巻市都市公園条例等の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 石巻市総合運動公園内に新たに整備した「多目的フィールド」及び「フットボールフィー

ルド更衣室」について、本年７月１日からの供用開始に伴い、施設名称や使用料等を定める

ほか、本市の指定管理対象公園が有料公園施設のうち総合運動公園に限定されていることか

ら、その他の公園・施設などにも指定管理制度を拡充するための条件整備を図るため、本条

例の一部を改正するもの。 

＜改正内容＞ 

〇第１条  石巻市都市公園条例の一部改正 

  第２１条 

 指定管理者による管理において、全ての都市公園に指定管理者制度を導入可能とす

るよう条文を改めるとともに、利用料金について、指定管理者の収入とすることがで

きるよう規定を追加するもの。 

  別表第１ 

    有料公園施設に「多目的フィールド」を追加するもの。 

別表第２の４ 

有料公園施設を使用する場合の使用料において、「石巻市民球場」及び「石巻フット

ボール場」のシャワー設備の使用料を改めるとともに、「フットボールフィールドシャ

ワー設備」及び「多目的フィールド」の使用料について追加するもの。 

〇第２条  使用料等の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正 

    本条例により既に改正されている１０月からの有料公園施設を使用する場合の使用

料について、総合運動公園内に新たに整備した施設等の供用開始及びシャワー設備の

使用料の見直しに伴い改正するもの。 

○附則 

  施行期日を規定するもの。 

＜令和元年７月１日から施行＞ 

【参考】石巻市都市公園条例の改正関係 

① 多目的フィールド（１面）使用料 

 一般 大学生 高校生 中学生以下 

１時間につき 
1,440 円 

（1,200 円） 

1,080 円 

（900 円） 

720 円 

（600 円） 

360 円 

（300 円） 

   ※（ ）内は、R1.9.30 までの使用料 

  ② フットボールフィールド更衣室使用料 

    ・更衣スペース（４室：１室当たり２５人収容可能）の利用は無料 

    ・ユニットシャワー設備（脱衣スペース有：６区画）１回５分１００円 

③ 市民球場、フットボール場更衣室シャワー使用料の見直し 

    ・今回整備したシャワー設備と料金を統一し、現行１回５０円から１回１００円に

改定 
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２ 条例外議案（１７件） 

（１）第１００号議案  専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

            （土地明渡等仮処分命令申立事件に係る和解について） 

            （土地明渡等仮処分命令申立事件に係る和解について） 

＜内  容＞ 

東日本大震災に伴い本市が発注した、２３年災小島漁港海岸保全施設災害復旧工事及び２

３年災明神漁港海岸保全施設災害復旧工事において、工程管理が不適切なまま工期末を迎え、

工事の完成に至らなかったため株式会社カルヤード 代表取締役 原 惇一との工事請負契

約を解除した件については、当該建設業者がその後も本件工事用地等に、重機、資材等を置

き、工事を続行していたため、工事の続行禁止及び工事用地等の明渡しについて、小島漁港

については平成３１年１月２９日、明神漁港については平成３１年３月７日付けで仙台地方

裁判所に対し仮処分命令の申立てを行い係争中であったが、本年５月２０日に裁判所から和

解案が提示され、次のとおり和解することとしたもの。 

 

〇２３年災小島漁港海岸保全施設災害復旧工事 

 ・事件名 平成３１年（ヨ）第１４号 土地明渡等仮処分命令申立事件 

 ・債権者 石巻市 代表者 市長 亀山 紘（発注者） 

 ・申立の趣旨 契約解除に伴う工事続行の禁止及び工事目的物、土地の明渡し 

 

１ 和解の相手方（債務者） 

   石巻市田道町一丁目５番１号 

   株式会社カルヤード 代表取締役 原 惇一 

２ 和解の内容 

(1)  債務者は、本件工事を中止し、債権者に対し、令和元年６月５日限り、本件各土

地を明け渡す。 

(2)  債権者は、債務者に対し、前項の明渡しを受けた後、速やかに、債務者が本件各

土地について行った本件工事の出来形部分（ブロック類を含む。）について品質を

確認し、工事代金の精算について、債務者と協議することを確約する。債務者は、

債権者に対し、上記出来形部分の品質確認について、資料の提供等の協力をする。 

(3)  債権者は、本件仮処分申立てを取り下げる。 

(4)  手続費用は各自の負担とする。 

 

〇２３年災明神漁港海岸保全施設災害復旧工事 

 ・事件名 平成３１年（ヨ）第２８号 土地明渡等仮処分命令申立事件 

 ・債権者 石巻市 代表者 市長 亀山 紘（発注者） 

 ・申立の趣旨 契約解除に伴う工事続行の禁止及び工事目的物、土地の明渡し 

 

１ 和解の相手方（債務者） 

   石巻市田道町一丁目５番１号 
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   株式会社カルヤード 代表取締役 原 惇一 

２ 和解の内容 

(1)  債務者は、本件工事を中止し、債権者に対し、令和元年６月５日限り、本件各土

地を明け渡す。 

(2)  債権者は、債務者に対し、前項の明渡しを受けた後、速やかに、債務者が本件各

土地について行った本件工事の出来形部分（ブロック類を含む。）について品質を

確認し、工事代金の精算について、債務者と協議することを確約する。債務者は、

債権者に対し、上記出来形部分の品質確認について、資料の提供等の協力をする。 

(3)  債権者は、本件仮処分申立てを取り下げる。 

(4)  手続費用は各自の負担とする。 
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（２）第１１２号議案  工事委託に関する年度協定の締結について（市道門脇町三・四

丁目１号線道路改良事業（仮称）鎮守大橋橋梁整備工事に関す

る平成３１年度（令和元年度）協定） 

＜内  容＞ 

 平成２７年９月に宮城県と締結した「市道門脇町三・四丁目１号線道路改良事業（仮称）

鎮守大橋橋梁整備工事に関する基本協定」に基づき、（仮称）鎮守大橋の整備促進を図るた

め、平成３１年度（令和元年度）における年度協定を締結するに当たり、石巻市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を

求めるもの。 

・協定名     市道門脇町三・四丁目１号線道路改良事業（仮称）鎮守大橋橋梁整備工

事に関する平成３１年度（令和元年度）協定 

・工事名     市道門脇町三・四丁目１号線道路改良事業（仮称）鎮守大橋橋梁整備工

事 

・年度協定額   金２，１９０，０００，０００円 

・協定の相手方  宮城県知事 村 井 嘉 浩 

 

（３）第１１３号議案  工事請負の契約締結について 

            （本庁舎照明設備改修工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市穀町５６番４ 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金１４３，０００，０００円 

・契約の相手方  石巻市末広町２番１０号 

北上電設工業株式会社 

代表取締役 髙 橋 寛 治 

 

（４）第１１４号議案  工事請負の契約締結について 

            （（仮称）防災マリーナ整備工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市南浜町一丁目地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金１，０６０，２９０，０００円 

・契約の相手方  石巻市大街道南二丁目９番１３号 

遠藤興業株式会社 

代表取締役 遠 藤  正 樹 
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（５）第１１５号議案  工事請負の契約締結について 

            （釜大街道線橋梁下部工新設（その１）工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市大街道東二丁目地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金２５１，５７０，０００円 

・契約の相手方  仙台市青葉区中央三丁目１０番１９号 

東鉄工業株式会社東北支店 

執行役員支店長 酒 井 敏 郎 

 

（６）第１１６号議案  工事請負の契約締結について 

            （石巻市立牡鹿病院屋内退避施設改修工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市鮎川浜清崎山７番地 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金５３７，９００，０００円 

・契約の相手方  石巻市恵み野三丁目１番地２ 

株式会社丸本組 

代表取締役 佐 藤 昌 良 

 

（７）第１１７号議案  工事請負の契約締結について 

            （湊中学校講堂・武道場吊天井改修その他工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市大門町四丁目１番１ 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金１６８，８６８，７００円 

・契約の相手方  石巻市鹿又字八幡下８４番地 

株式会社角張工務店 

代表取締役 角 張   守 
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（８）第１１８号議案  工事請負の契約締結について 

            （（仮称）石巻市複合文化施設建設展示工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市開成１番８ 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金５２７，８３０，７６５円 

・契約の相手方  東京都港区台場二丁目３番４号 

株式会社乃村工藝社 

代表取締役社長 榎 本 修 次 

 

（９）第１１９号議案  工事請負の契約締結について 

            （下釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造（その３）

工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市大街道東二丁目ほか５字地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金４９４，１０３，５００円 

・契約の相手方  石巻市大街道北三丁目７番２７号 

新東総業株式会社 

代表取締役社長 新 田 秀 悦 

 

（10）第１２０号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （（仮称）石巻市複合文化施設建設工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     大成建設・丸本組特定建設工事共同企業体 

代表者 

仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 

大成建設株式会社東北支店 

執行役員支店長 平 田 尚 久 

・契約金額    変更前 金６，６７６，３４４，０００円 

        変更後 金６，７２４，３０６，２００円 
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（11）第１２１号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （２３年災長面漁港海岸保全施設災害復旧（その５）工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     東洋・佐藤・久本特定建設工事共同企業体 

代表者 

仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 

東洋建設株式会社東北支店 

執行役員支店長 田 中 啓 之 

・契約金額    変更前 金２，０５３，６５９，９６０円 

        変更後 金２，２１９，１６５，７００円 

 

（12）第１２２号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （２３年災水浜分浜漁港災害復旧工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     東松島市牛網字上四十八３７番１ 

宇佐美工業株式会社東北営業所 

所長 石 川   大 

・契約金額    変更前 金５８９，５３７，４４０円 

        変更後 金６２０，６９５，４４０円 

 

（13）第１２３号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （２３年災鮫ノ浦漁港災害復旧工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     東北・ケーユーケー復旧・復興建設工事共同企業体 

代表者 

石巻市桃生町給人町字東町９１番地３ 

株式会社東北建設 

代表取締役 沓 掛 吉 德 

・契約金額    変更前 金２７０，５４１，０８０円 

        変更後 金２７２，７２２，６８０円 
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（14）第１２４号議案  工事請負契約の一部変更について 

            （災復３８０９－３号釜１号幹線災害復旧工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     仙台市青葉区一番町二丁目１番２号 

株式会社森本組東北支店 

支店長 久 保 幸 三 

・契約金額    変更前 金４２３，７１６，４００円 

        変更後 金４９８，２７０，９６０円 

 

（15）第１２５号議案  市道路線の認定について 

（16）第１２６号議案  市道路線の廃止について 

（17）第１２７号議案  市道路線の変更について 

＜内  容＞ 

 市道路線の認定、廃止及び変更の内訳 

区別 内 容 路線数 延長（ｍ） 

認定 

国の事業によるもの １路線 ４９．８８ 

民間開発によるもの １路線 ７０．３３ 

計 ２路線 １２０．２１ 

廃止 
国の事業によるもの １路線 △８６．７３ 

計 １路線 △８６．７３ 

変更 
国の事業によるもの １路線 ２４．７６ 

計 １路線 ２４．７６ 
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令和元年石巻市議会第２回定例会追加 議案解説 

 

１ 条例外議案（９件） 

（１）第１２９号議案  財産の取得について 

            （住民基本台帳ネットワークシステム機器） 

＜内  容＞ 

本市の住民基本台帳ネットワークシステム機器の保守サービス期間が本年９月３０日で終

了することから、システムの安定運営のため、新たなシステム機器を取得することについ

て、石巻市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

基づき、議会の議決を求めるもの。 

・取得財産 住民基本台帳ネットワークシステム機器 

・納入場所 石巻市穀町１４番１号ほか９か所 

（石巻市役所本庁舎、各総合支所、渡波支所、稲井支所及び蛇田支所） 

・数量等 ＣＳサーバ１台、統合端末１４台に係るハードウェア及びソフトウェア

等          

項番 項目 数量 

１ ＣＳサーバ（ハード） 一式 

２ 統合端末（ハード） 一式 

３ ＣＳサーバ、統合端末（ソフトウェア等） 一式 

４ ＣＳサーバ流通品（ハード） 一式 

５ 統合端末流通品（ハード） 一式 

６ ネットワーク機器 一式 

７ タッチパネル 一式 

・取得方法 制限付き一般競争入札 

・取得価格 金７，１０４，２４０円 

・取得の相手方 仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 

 株式会社日立システムズ東北支社 

 支社長 堀 谷   敦 
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（２）第１３０号議案  財産の取得について 

            （消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ付積載車（桃生地区分及

び雄勝地区分）） 

＜内  容＞ 

「石巻市消防団消防車両更新計画」に基づき、経年により劣化した「石巻市消防団桃生地

区団」の消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ付積載車並びに「石巻市消防団雄勝地区団」

の小型動力ポンプ付積載車を取得することについて、石巻市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

・取得財産 消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ付積載車（桃生地区分及び雄勝地

区分） 

・納入場所 石巻市桃生町中津山字江下１０番地ほか１か所 

・数量 ３台 （消防ポンプ自動車 １台、小型動力ポンプ付積載車 ２台） 

・取得方法 指名競争入札 

・取得価格 金３８，９４０，０００円 

・取得の相手方 大崎市古川中里一丁目１０番２９号 

 株式会社古川ポンプ製作所 

 代表取締役 氏 家 英 喜 

 

（３）第１３１号議案  工事請負の契約締結について 

            （北上（大室地区）漁港護岸ほか機能強化工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市北上町十三浜字大室地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金３５８，６００，０００円 

・契約の相手方  石巻市のぞみ野一丁目１番地２ 

津田海運株式会社 

代表取締役 津 田 真栄美 

 

（４）第１３２号議案  工事請負の契約締結について 

            （流留真野沢田線道路改良（その３）工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市流留字善性寺ほか５字地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金１５１，８００，０００円 

・契約の相手方  石巻市前谷地字根方山３番地 

広伸建設株式会社 

代表取締役 齋 藤 光 弥 
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（５）第１３３号議案  損害賠償額の決定について 

＜内  容＞ 

 平成３０年３月２７日に、石巻市立病院で実施した、内視鏡下（ないしきょうか）による

手術後、容態の変化から３０日に他院へ緊急搬送し、手術を行ったが、患者が同年４月２７

日に死亡したことに対し、遺族から代理人を通じ慰謝料等を求められていた件について、患

者が不調を訴えた際に速やかに検査を行わなかったなど、術後の管理が万全でなかったこと

を認め、賠償に応じるため協議を行ってきたところ、今般、遺族と損害賠償額の協議が調っ

たことから、次のとおり損害賠償額を決定することについて、地方自治法第９６条第１項第

１３号の規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

 

１ 損害賠償額 

  金３８，０５２，３８１円 

２ 相手方 

  市外在住  女性 

  市外在住  男性 

  市外在住  女性 

３ 損害賠償の内容 

  市は損害賠償として３８，０５２，３８１円を相手方に支払い、相手方は、これ以外一

切の請求、異議の申立てをしない。 
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（６）第１３４号議案  教育委員会委員を任命するにつき同意を求めることについて 

＜理  由＞ 

 石巻市教育委員会委員の 杉
すぎ

 山
やま

 昌
よし

 行
ゆき

 氏の任期が本年６月２８日をもって任期満了す

ることに伴い、その後任者について、慎重に選考したところ、人格が高潔で、教育、学術及

び文化に関し識見を有する 杉
すぎ

 山
やま

 昌
よし

 行
ゆき

 氏を引き続き任命することとし、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるもの。 

 

（７）第１３５号議案  公平委員会委員を選任するにつき同意を求めることについて 

＜理  由＞ 

 石巻市公平委員会委員の白
しら

 出
で

 征
せい

 三
ぞう

 氏の任期が本年７月２０日をもって満了するこ

とに伴い、その後任者について慎重に選考したところ、人格が高潔で、地方自治の本旨と民

主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する 

小
お

 川
がわ

 真
まさ

 儀
のり

 氏を新たに選任することとし、地方公務員法第９条の２第２項の規定に基

づき、議会の同意を求めるもの。 

 

（８）第１３６号議案  固定資産評価員を選任するにつき同意を求めることについて 

＜理  由＞ 

 石巻市固定資産評価員に選任していた前資産税課長 片
かた

 倉
くら

 昭
あき

 彦
ひこ

 が本年３月３１日付

けで定年退職したことに伴い、その後任に、資産税課長 馬
ば

 場
ば

 貴
たか

 司
し

 を適任者と認め、

選任することとし、地方税法第４０４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるもの。 

 

（９）委員会提出第１号 市長の専決処分事項の指定についての一部改正 

＜内  容＞ 

 市長の専決処分事項の指定について（平成１７年５月２３日議決）の一部を次のように改

正する。 

 第５号ただし書中「平成３２」を「令和２」に改める。 


